         令和８年２月
【実家の親が契約した定期購入を解約したい】

【相　談】
８６歳の父親が一人で暮らしている実家に帰省した際、未開封の健康食品のサンプルと４千円の領収書を見つけた。領収書に定期割引２００円と記載されているので、「定期的に商品が届くのか」と父親に尋ねると、何も覚えていないという。商品が送られ続けると困るので定期配送を解約したい。
【アドバイス】
今回の相談について、当センターより事業者に問い合わせると、「電話でサンプルの注文を受け、後日、感想を尋ねると『まあまあだね』と言われたため、定期購入にすると割引があると説明して注文を受けた。８５歳以上の方には、発送前に、再度確認することになっているため連絡すると『注文したことを確かに覚えている』と返事があった」とのことでした。
高齢のため認知能力が低下すると、新聞広告やテレビショッピングを見て、健康食品などを気軽に注文し、そのことを忘れてしまうことがあります。このケースでは、当センターから事業者に「実際は、サンプル未開封であった」「次回からの発送を止めてほしい」と伝え、解約が了承されました。
事業者との契約は、家族とはいえ、本人以外では解約が難しいものです。本人では事業者との交渉が難しい、どのように対処してよいか分からないなどの場合は、消費生活センターなどに相談しましょう。
ただし、どの事業者もスムーズに解約に応じてくれるとは限りません。今後、同様のトラブルに遭わないことが大切です。商品の注文前に家族に連絡をするなどのルールを決めておきましょう。認知能力の低下などで日常生活に不安を感じる場合は、お住いの市町村の福祉担当窓口などに相談し、高齢者を見守る体制を整えておきましょう。

消費者ホットライン　　☎局番なしの１８８（泣き寝入りはいやや！）・・・お近くの消費生活センター等につながります。
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